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おかしいな？と思ったら
気軽に相談を
地域の身近な相談相手
民生委員・児童委員の役割

5
こうほう旭川市民 ● 2016（平成28）年　５月号

﹇
特
集
﹈

﹇
特
集
﹈

ス
タ
ル
ヒ
ン
と
旭
川

こうほう旭川市民 ● 2016（平成28）年 ５月号

No.881　平成28年５月15日発行


